
１　地域における子育ての支援

１－①　社会的関心の喚起

施策 施策内容・方向 担当課 第一期（H27～Ｈ31）評価

子育て関係情報の電
子化

　境港市ホームページ内で、子育てに関する情報の随
時更新を行います。保育所・幼稚園の入園状況の確
認、入園申込用紙等をダウンロードできるようにしま
す。

子育て支援課

境港市公式ホームページ内
で、子育てに関する情報の随
時更新、利用者への情報提供
した。

行動計画進捗状況の
公表

　行動計画の進捗状況等、子育て支援に関する事業の
情報提供を行います。

子育て支援課
事業計画等における進歩状況
を境港市公式ホームページに
掲載した。

利用者支援のための
事業

　教育・保育施設や地域に子育て支援事業等の情報提
供及び必要に応じ相談助言等を行うとともに、関係機
関との連絡調整等に努めます。

子育て支援課

境港市保健相談センター内に
子育て世帯包括支援センター
を設置し、職員間、関係機関
との連携により、総合的な支
援体制を整えた。

公民館まつりの開催
　公民館まつりで、保育園・学校等で制作したものを
展示します。また、まつりに子ども達が参加し、地域
の方とのふれあいを促進します。

生涯学習課

公民館まつりに小学校児童・
保育園児の作品展示を行う事
ができた。各館様々な子ども
が楽しめる企画を設けること
ができた。

境港市読書活動推進
大会（読書まつり）
の開催

　読書の楽しさ・大切さを伝えるとともに、生涯を通
した読書活動を推進します。

生涯学習課

講演会、各読み聞かせ団体の
イベント、市内の小中高等学
校が作成する図書館展示、読
みメン講座などを毎年違った
内容で開催することができ
た。

１－②　地域における子育て支援サービスの充実

施策 施策内容・方向 担当課 第一期（H27～Ｈ31）評価

ファミリー・サポー
ト・センター事業

　育児の援助を行いたい人と受けたい人を会員として
組織し、会員相互の育児に関する援助活動を行うこと
により、仕事と育児を両立し、安心して働くことがで
きる環境づくりを行います。また、ひとり親家庭や低
所得者の世帯の方を対象に利用料の助成を行います。

子育て支援課

会員数H27年度578人からR１年
度631人となり増加傾向。H30
年度に対象者を小6年生から中
３年生までとし、幅広く利用
されている。利用料助成に未
就園の０歳児が居る世帯も対
象とし、負担軽減にも取り組
んできた。

子育て短期支援事業
（ショートステイ）

　保護者が疾病等身体上、精神上または環境上の理由
によって、家庭において児童を養育することが一時的
に困難になった場合や経済的な理由で緊急一時的に母
子を保護することが必要な場合等に実施施設において
養育・保護を行います。

子育て支援課
利用件数は年度によりバラつ
きがあるが、支援が必要な家
庭には必須な事業である。

子育て短期支援事業
（トワイライト）

　保護者が仕事、その他の理由により平日の夜間また
は休日に不在となり家庭で児童を養育することが困難
となった場合等に実施施設で保護し、生活指導、食事
の提供等を行います。

子育て支援課

利用なし。延長保育やファミ
リーサポートセンターの充実
により、利用にいたってな
い。

地域子育て支援セン
ター事業

　子育て親子の交流の場の提供と交流促進のための交
流会や子育てに関する講習会等を実施します。また、
子育てに関する相談や地域の子育て関連の情報提供を
行います。子育てサークルと合同で、就学前児を対象
としたお祭りを開催し、親子のふれあいと交流、子育
てサークルの紹介と加入促進を行います。

子育て支援課

子育て親子の交流会や相談会
として、週に１回交流会を実
施している。なお、２か月に
１回、０歳児のみの育児相談
会を実施。早い時期からの育
児サポートを行っている。
利用者数は２施設で年間２万
人超となっている。

●子ども・子育て支援事業計画　令和元年度（平成31年度）までの取組・評価

（平成27年度から平成31年度子ども・子育て支援事業計画　第４章  施策の推進方向より）

子育て家庭にのみならず広く地域の人達へも講演会、サークル紹介、イベント情報等、

保護者の不安を解消し、疲れを和らげるよう、地域における子育て支援サービスの充
実を図るとともに、地域子育て支援センター、ファミリー・サポート・センターなどの
施策の周知と利用機会の向上に努めます。



施策 施策内容・方向 担当課 第一期（H27～Ｈ31）評価

子育てサークルの育
成と支援

　情報交換のための「子育てサークル合同会議」を開
催します。また、サークルの活動状況を紹介するポス
ターやチラシの掲示、活動場所の提供、マイクロバス
の貸出等を行い、活動を支援します。

子育て支援課

月１回子育てサークル合同会
議を開催。年１回お祭りイベ
ントを合同で開催し、子育て
サークルの周知を図った。

子育てサークルの運
営費助成

　子育てサークルが毎年安定した運営がなされるよ
う、必要な活動費を助成します。

子育て支援課
サークル活動の安定のため
に、活動費を助成した。

子育てマップ
　市内の医療機関や幼稚園、保育所等の子育て関連施
設を紹介したマップを配付します。

健康推進課

ライフステージ別サービス一
覧など子育て支援に関する冊
子「子育てサポートガイド」
を作成し、母子健康手帳発行
時等に配付し周知した。

私立幼稚園における
子育て支援

　未就園児を対象に園開放を行ったり、園児との交流
や親子で参加する楽しい行事を開催するなど、子育て
支援を行います。

子育て支援課

市内の幼稚園において未就園
児親子を対象とした行事を毎
月開催。また、園庭や園内の
絵本館を開放した。

保育所オープンデー
　年に数回、保育所を未就園児に開放し、園児との交
流の場を提供します。併せて、子育て相談も行いま
す。

子育て支援課

年に２回、オープンデーを設
け、未就園児親子と園児の交
流の場を提供した。また、随
時、園の見学を受け付けてい
る。

保育所・幼稚園の園
庭開放

　地域にある公共施設として、保育所・幼稚園の運営
に支障のない範囲で園庭開放を行います。

子育て支援課

公立園の園庭は毎日午前中開
放している。私立園について
も運営に支障がない範囲で開
放している。

大型絵本の購入
　市民図書館の大活字本を充実させます。子どもたち
の集中力を高め、物語や絵の魅力をよりいっそう深く
味わえるよう努めます。

生涯学習課
大型絵本を購入する事ができ
読み聞かせなどにも活用する
ことができた。

公民館へのおもちゃ
の設置

　全ての地区公民館に木のおもちゃを置いており、公
民館に出かける機会を与えるとともに、地域の方との
ふれあいの場を提供します。

生涯学習課

木のおもちゃがあることで、
子どもと一緒に公民館に来や
すい環境を整備し利用者の利
便性を高めることができた。

１－③　子育て支援のネットワークづくり

施策 施策内容・方向 担当課 第一期（H27～Ｈ31）評価

子育て支援関係機関
の連携

　主任児童委員、子育てサークル、地域子育て支援セ
ンター、ファミリー・サポート・センター、児童発達
相談センター、幼稚園、保育所、行政職員など、子育
て支援の関係機関が連携して、地域の中で子育てが楽
しくできるような環境づくりに努めます。

子育て支援課

地域子育て支援センターのイ
ベント等通して、子育て支援
の関係機関が連携し、地域で
子育てが楽しくできるよう取
り組んだ。

幼・保・小・中の保
護者会・ＰＴＡとの
連携

　子どもの健やかな成長・教育等の観点から市と幼稚
園、保育所、小学校、中学校の保護者会・ＰＴＡとの
意見交換会を定期的に実施します。

子育て支援課
教育総務課

　毎年、境港市保育園保護者
連合会、小学校ＰＴＡ連合会
及び中学校ＰＴＡ連合会と懇
談会を持ち、質問に回答した
り意見交換を行った。

読み聞かせ団体連絡
協議会への補助

　絵本等の親子読み聞かせ教室の開催を支援すること
により、絵本等を通して親子のふれあいを深めるとと
もに、子ども達の豊かな心を育てます。

生涯学習課
定期的な読み聞かせ会を開催
することができ、たくさんの
親子が参加していただけた。

地域子育て支援セン
ター事業

　再掲　３１ページ 子育て支援課

子育てサークルの育
成と支援

　再掲　３１ページ 子育て支援課

行政、ボランティア等の子育て支援に関わる各種団体が連携を強化し、子育て家庭を
地域で支えていきます。



２　子育て家庭に対する支援

２－①　保育サービスの充実

施策 施策内容・方向 担当課 第一期（H27～Ｈ31）評価

通常保育事業（保育
所・幼稚園）

　保育ニーズを把握し、待機児童発生防止に努め、適
切な受入態勢を整えます。

子育て支援課

３歳未満児の保育需要が増加
したことに伴い、平成29年度
末から平成30年度当初にか
け、地域型保育事業所を２ヵ
所整備した

保育所待機児童発生
の防止

　保育所定員の弾力的運用や私立保育園の定員増のた
め施設改修工事等への補助金交付などにより、待機児
童発生防止に努めます。

子育て支援課

毎年、年度当初の待機児童数
は発生していないが、年度中
途で待機児童が発生した。地
域型保育事業所を整備し、待
機児童数は減少したが、引き
続き私立園と連携し、待機児
童対策に努める。

延長・預かり保育事
業

　保護者の就労支援のため、保育時間の延長を保育所
（園）全園及び私立幼稚園で行います。

子育て支援課
保護者の子育てと就労の両立
を支援するために保育時間を
延長した。

一時預かり事業
　育児疲れの解消、急病や断続的勤務による一時的な
保育に対応するために、入所児童の状況に応じて一時
預かりを保育所（園）全園で行います。

子育て支援課
市内保育施設10ヵ所で一時預
かりを行った。

休日保育事業
　勤務形態の多様化により、日曜祝日等に仕事をする
保護者が増加しているため、休日保育を行います。

子育て支援課
地域子育て支援センターひま
わりにおいて、休日保育を実
施した。

病児・病後児保育事
業

　病気や病気回復期のために集団保育ができないが、
どうしても仕事を休めない親のために病児・病後児保
育を行います。

子育て支援課

済生会境港総合病院の敷地内
にある病児病後児ケアルーム
において、病児病後児保育を
実施した。

乳児保育事業
　産前産後休業や育児休業終了後の就労に対応するた
めの０歳児の保育事業を行います。

子育て支援課
市内保育施設10ヵ所で０歳児
の受入を行った。生後８週か
らの受入れに対応。

障がい児保育事業

　児童の発達状況によって、保育士を多く配置させる
ことで、保育所での保育が可能になり、働くことがで
きなかった保護者の就労支援に努めます。保健師など
と連携し、一人一人に適した保育を行います。

子育て支援課

個々の障がいの特性に合わせ
て、障がい児加配保育士を配
置し、保護者の子育てと就労
の両立を支援した。

保育所地域活動事業
の推進

　地域の保育施設として、地域の人々との世代間交
流・異年齢児交流などを通じて様々なことを学んでい
くことを目的に行います。

子育て支援課

小学校の運動会や公民館まつ
り、地域の行事に参加するこ
とで地域との交流をはかり、
絆やつながりを深めた。

長期休業時預かり保
育

　私立幼稚園において、在籍している園児を対象とし
て、春・夏・冬休み中の預かり保育を行います。

子育て支援課

市内幼稚園で長期休業中にお
いても預かり保育を実施し、
保護者の子育てと就労の両立
を支援した。

届出保育施設への支
援

　市内にある届出保育施設に対して、年間平均受入児
童数に応じて補助を行います。今後は、子育て家庭に
対する周知・理解を深め、保育の選択肢の１つとなる
ように努めます。

子育て支援課

市内の企業主導型保育施設に
ついて、子育てと就労等を両
立するために利用ができる施
設として子育て世帯に対し周
知をはかった。

円滑な就学につなが
る保育の研究

　近年、小学校で全国的に生じている、児童が落ち着
かない等の問題「小１プロブレム」に対して、スムー
ズな学校生活・学習を行えるように、幼稚園、保育
所、小学校で接続期の保育についての研究を深めま
す。

子育て支援課
教育総務課

特別支援コーディネーターを
中心に、幼稚園・保育園の就
学に関する教育相談を行い、
小学校と情報共有を行うこと
で円滑な就学につながる取り
組みを実施した。

幼稚園・保育所・小
学校による連絡会

　小学校区単位で幼稚園、保育所、小学校が連携し、
互いの保育・教育現場の職員が相互に交流し、子ども
のスムーズな就学に向けての連絡会を行います。

子育て支援課
教育総務課

幼稚園や保育園から小学校へ
の引継ぎ会を行った。また、
書面による引継ぎに加え、小
学校の教諭が幼稚園や保育園
での研修を通し、幼稚園や保
育所での実際の子どもの様子
も把握した。

幼稚園・保育所・小
学校・中学校の連携
による職員研修の実
施

　園児、児童、生徒の教育に一貫性や系統性を持たせ
るため、相互の職場を体験し、保育（教育）の実態を
認識し理解するとともに、指導のあり方、保育のあり
方を改めて見直すための研修を実施します。

子育て支援課
教育総務課

幼稚園や保育園で小学校教員
の研修を行い、園での生活や
子どもへの支援を学び、円滑
な接続につながった。

保育所・幼稚園職員
の資質向上

　県内の各種研修に参加し、職員間で伝達を十分に行
います。また、市内の公私立の保育士が保育年齢別
に、２か月に１度研修会を行い、保育内容の充実、保
育技術の向上を図ります。

子育て支援課

各種研修に参加し、教育保育
の質の向上をはかった。参加
者が園に持ち帰り、園内研修
などを通じ、施設内で共有。
また、市内保育園の各年齢別
の担任による研修会を実施
し、情報共有や意見交換を
行った。

保育所・幼稚園の園
庭開放

　再掲　３１ページ 子育て支援課

子育てに関する様々なニーズを適切に把握し、それらニーズに質・量ともに対応でき
る保育サービスを整備します。また、子育てと仕事や社会活動との両立が可能となるよ
う、利用者の視点に立った子育て支援サービスを充実させるとともに、研修等により保
育士の資質の向上に努めます。



２－②　親子関係づくりの強化・促進

施策 施策内容・方向 担当課 第一期（H27～Ｈ31）評価

ブックスタート事業

　６か月健診時に読み聞かせの必要性を伝え、絵本に
関わるきっかけづくりを行い、本を通した親子のふれ
あいの充実を図ります。また、子どもとメディアの
「よりよい関係」づくりである「メディアスタート」
についての啓発も合わせて行います。

健康推進課

６か月健診時に、読み聞かせ
ボランティア団体による読み
聞かせとともに、絵本を２冊
プレゼントし、絵本を通じた
親子関係づくりを促した。

ブックスタートプラ
ス事業

　１歳６か月児健康診査時に再度読み聞かせの必要性
を伝え、より一層子どもの健やかな心の発達を再度啓
発するために、ブックスタート事業のフォローとして
行います。

健康推進課

１歳６か月健診時に、読み聞
かせボランティア団体による
読みきかせとともに、絵本を
１冊プレゼントした。

妊娠期からの読み聞
かせ事業

　ブックスタートのフォローアップ事業。母子手帳交
付時に妊娠期から胎児にむかって絵本を読み聞かせる
ことの大切さや子どもの成長に合せて多くの絵本に出
会える機会をつくることで、親子の絆づくりにつなげ
ていきます。

健康推進課

母子健康手帳交付時に、妊娠
期から絵本の読みきかせの大
切さを伝えるパンフレットと
絵本を1冊プレゼントした。

メディアスタート事
業

　母子手帳交付から３歳児健診までの母子保健事業で
メディアとの上手な関わり方について情報提供、啓発
を繰り返し行い、保育所・幼稚園で行っている家族の
ふれあい促進事業（ノーテレビデー運動）へつなげて
いきます。

健康推進課
母子健康手帳交付時や乳幼児
健診時、チラシ配布等で啓発
を行った。

ハッピー子育て応援
団

　子どもとの関わり方やコミュニケーションスキルに
ついての講話、妊婦やその夫、子育て中のパパ・ママ
を対象に、これからの育児がイメージでき、参加者同
士がつながることで、安心して出産・育児ができるた
めに、食やいのちに関する学習、先輩パパ・ママとの
交流を図ります。

健康推進課

平成29年度からは、参加者同
士が思いを語り、つながるこ
とに重点を置き、子育て支援
アドバイザーを講師に親や子
のこころに着目した親子関係
づくりを学ぶなど「子育ての
旅」として内容を一新しまし
た。事業終了後も参加者同士
の交流する機会が継続してお
り、地域で子育てを行うネッ
トワークづくりへつながって
いる。

ハッピー赤ちゃん登
校日

　小学生と赤ちゃん、保護者とのふれあい体験。児童
は、赤ちゃんとふれあうことで、人と人とが理解し合
う人間関係の基礎を学び、他者への共感、クラスの仲
間との信頼関係を築くきっかけとしています。
　赤ちゃんの保護者は、赤ちゃんと心から真剣に向き
合う児童の姿を通して、我が子の成長した姿をイメー
ジしたり、他人から愛される様子を見ることで、改め
て我が子への愛情を実感し、毎日の子育ての励みにし
ていきます。

健康推進課

継続して市内６小学校で実施
しました。参加者からの評価
は高く、継続実施を望む声が
大半です。コミュニケーショ
ンの基礎、人間関係構築力に
ついて参加者相互に学ぶ機会
となっている。

命の大切さ伝え隊派
遣事業

　市内保育所(園)・幼稚園に通う保護者と年長児を対
象に助産師会助産師により命について考える学習会を
行います。保護者会・ＰＴＡとの共催で行います。

健康推進課
毎年、４か所の幼稚園・保育
園において命の学習会を実施
した。

親子のふれあいを促進し、親子関係づくりの強化・促進に努めます。



施策 施策内容・方向 担当課 第一期（H27～Ｈ31）評価

家族のふれあい促進
事業

　保護者会・ＰＴＡ、幼稚園・保育所、行政が連携し
て「親子関係づくり」を推進するため、ノーテレビ
デー運動に取組み、家族のふれあいを促進します。

子育て支援課

メディアとの正しい付き合い
方を学ぶ場として、園や保護
者会の希望に合わせて、メ
ディア講演会を実施。また、
各園においても継続してノー
テレビデー運動を実施した。

親子ふれあい農園

　さかいみなと女性農業者人財バンクの指導により、
親子で野菜の栽培を行い、その栽培を通してふれあ
い、絆を深め、良好な親子関係を築くことを支援しま
す。また、食について考える機会を提供します。

農政課

多くの親子の参加を得て、
「さかいみなと女性農業者人
財バンク」の指導のもと、開
園式や定期的な指導、収穫祭
を実施する中で、野菜の栽培
を親子で楽しみながら行うこ
とを通じて絆を深めてもらっ
た。

親子菜園
　こども支援センター園庭内にある親子菜園で野菜を
栽培し、親子が土や野菜とふれあう機会を提供しま
す。

子育て支援課
芋の苗植えから収穫まで、親
子で楽しみながら行った。

家読（うちどく）の
推進

　家族が同じ本を読むことで、親子の会話やコミュニ
ケーションが増え絆が深まるよう、幼稚園、保育所、
小学校、中学校等において家読を推進します。

教育総務課
子育て支援課

図書館の活用を促し、保護者
の協力を得ながら、家庭での
読書活動を推進した。

保育所・幼稚園・小
学校の読み聞かせの
実施

　幼稚園、保育所、小学校において読み聞かせを行い
ます。

教育総務課
読み聞かせボランティアの協
力を得ながら、定期的に読み
聞かせを行った。

伯州綿製品地産地消
推進事業

　農薬不使用、化学合成肥料不使用で栽培された伯州
綿を材料に編み込んだ安全・安心な「おくるみ」を新
生児に贈呈します。

農政課

農薬や化学肥料を使用しない
伝統的な農法で栽培した伯州
綿百パーセントのおくるみを
新生児に贈るとともに、翌年
度には、伯州綿の種まき等に
参加していただくことで、
「ぬくもりの綿リレー」も実
施した。

２－③　母子保健の充実

施策 施策内容・方向 担当課 第一期（H27～Ｈ31）評価

母子健康手帳の交付

　妊娠届時に母子健康手帳がお母さんとお父さんが一
緒になって子どもの健康・発育に関心を持ち、お母さ
んと子どもの健康を守るためにつくられたものである
ことを説明し、配布します。

健康推進課

Ｈ28年度からは、保健師が個
別面談にて母子健康手帳を交
付するとともに個々の状況に
応じた子育てプランを提示す
ることで、切れ目ない支援に
努めた。

両親学級

　妊娠期から母親、父親としての認識を持ち、親子の
絆を深めるための絵本の読み聞かせを勧める講話を継
続していくとともに、仲間づくりや父親の育児参加を
促し、夫婦で育児をしていく姿勢を考えられるように
努めます。

健康推進課

父親が参加しやすいよう休日
開催を継続し、妊婦の疑似体
験を取り入れたり、会場を子
育て支援センターひまわりに
するなど、妊娠期からでも利
用できる施設として周知し
た。

妊産婦健康相談
　保健相談センターで、乳幼児健康相談と同時に実施
し、助産師が妊娠期からの相談に応じます。

健康推進課

２か月に１回、乳幼児健康相
談と併せ実施した。市報、
ホームページに加え、母子手
帳アプリを活用するなど周知
に努めた。

妊婦一般健康診査
　母子健康手帳交付時に、計１４回までの妊婦健診
（多胎妊婦には５回分をプラス）を公費負担します。

健康推進課

母子健康手帳交付時に計14回
分の妊婦健診票（多胎妊婦に
は５回分をプラス）を交付し
た。

妊産婦訪問指導
　助産師、保健師が家庭を訪問して妊娠や出産、育児
への不安の軽減及び異常の早期発見に努めたり、妊婦
健診及び産後健診の受診勧奨を行います。

健康推進課

対応が必要な妊産婦に対し、
助産師・保健師が訪問による
指導・助言を実施した。状況
に応じ、産後ケア事業などの
サービスにつなげている。

妊娠期からの育児支
援事業

　母子手帳交付時に、子育てに対するアンケートを行
い、お母さんの気持ちを聞いていきます。その上で、
両親学級や妊婦相談の参加勧奨を行い、情報提供や相
談に応じます。また、訪問や電話など個別対応も行い
ます。

健康推進課

アンケートにより妊婦の状態
を多面的にとらえるととも
に、プライバシーに配慮し、
個室で面談することで、個々
に応じた支援を行った。妊娠
後期には全数の妊婦へ応援電
話を行い、出産時の支援体制
を確認した。

保健所や医療機関など関係機関と一層の連携を図り、教室、相談事業など妊娠中から
の支援体制を充実するなど、母子保健サービスの拡充に努めます。



施策 施策内容・方向 担当課 第一期（H27～Ｈ31）評価

こんにちは赤ちゃん
訪問事業(新生児訪問
指導）

　助産師、保健師が出生後早い時期に家庭訪問をし
て、新生児の状況を観察したり、育児不安に対する助
言を行い、安心して育児ができる支援をします。

健康推進課

Ｒ１年度からは、エジンバラ
質問票を取り入れ、産後のう
つ病の早期発見に努め、必要
な支援につなげた。

産後ヘルパー派遣事
業

　出産まもないお母さんが家事や育児をすることが困
難な家庭にヘルパーを派遣し、身の回りの世話や育児
などを援助します。

健康推進課

妊産婦の個々の支援体制を
しっかりと把握し、必要な情
報提供を行いながら、産後ヘ
ルパーの利用促進を図った。

乳幼児健康相談
　育児や食事、歯についてなど、子育ての不安解消の
場と母親同士の仲間づくりの場として行います。

健康推進課
２カ月に１回、実施しまし
た。市報、ホームページなど
で周知した。

乳児一般健康診査
　生後３～４か月と９～１０か月に１回ずつ医療機関
で行う健康診査を公費負担します。交付時の受診勧奨
により、今後も受診率の向上に努めます。

健康推進課

生後３～４か月と９～10か月
に１回ずつ受診券を交付し、
無料で受診できる機会を継続
して設けた。

乳幼児訪問指導
　発育・発達に遅れがあったり、健診の未受診者や不
安のある母親などに保健師等が各関係機関と連携を図
りながら家庭を訪問して相談・指導を行います。

健康推進課

乳幼児健診の未受診者や発
育・発達について支援が必要
な児に対し家庭訪問を実施し
た。

子育て相談
　妊娠中から子育て中の全ての方を対象に随時訪問、
電話などの個別相談に対応します。

健康推進課

平成28年度からは「安心メー
ル」登録を進め、訪問や電話
に加えメールを活用し、相談
しやすい手段で相談しやすい
体制を整えた。

予防接種の実施
　「予防接種法」に基づき予防接種を行います。
定期予防接種は、すべて個別接種(委託医療機関)で行
います。

健康推進課

乳幼児健診で接種歴を確認
し、接種勧奨を行った。また
市内保育園・幼稚園、小中学
校に受診勧奨チラシを配布し
たり、未接種者には個別勧奨
通知した。

長期里帰り者への支
援

　長期の里帰りなどで健康診査及び予防接種を契約医
療機関で受けられない人を対象に給付金を支給し、負
担の公平性を図ります。

健康推進課

里帰り出産に伴う、妊婦健康
診査や産後健診、新生児聴覚
検査や予防接種に係る費用に
ついて助成を行い、負担の公
平性を図った。

小児インフルエンザ
予防接種助成事業

　就学前の子どもの保護者に対して、インフルエンザ
予防接種費用を助成することにより、接種率の向上を
図り、罹患と重症化を予防します。

健康推進課
６か月以上就学前を対象にに
2000円分の接種券を郵送し、
助成を行った。

ブックスタート事業 　再掲　３５ページ 健康推進課

ブックスタートプラ
ス事業

　再掲　３５ページ 健康推進課

妊娠期からの読み聞
かせ事業

　再掲　３５ページ 健康推進課

６か月児健康診査
　集団指導や医師の診察、保健師や栄養士による個別
相談、ブックスタートを行います。

健康推進課
月に１回実施し、保健師や栄
養士の個別相談を行った。対
象者には個別通知した。

１歳６か月児・３歳
児健康診査

　集団指導や医師や歯科医の診察、歯科衛生士の歯科
指導、身体計測、保健師による個別相談を行います。
ブックスタートのフォローアップも行います。

健康推進課

月に１回実施し、保健師や栄
養士の個別相談を行いまし
た。対象者には個別通知し
た。

事後健診

　主に、１歳６か月健康診査で発達上経過観察が必要
と思われる幼児に対し、３か月に１回脳神経小児科の
医師による診察･相談、保健師による子育て相談を行
います。

健康推進課

和室を利用し、ゆったりとし
た空間で、おもちゃで遊ぶ様
子を観察するなど、脳神経小
児科医師の診察を行い、子育
て支援につなげた。

すくすく教室
　子どもとの関わり方や乳幼児の発育・発達上、また
子育て不安を抱いている保護者に対して、遊びを通し
て集団的な助言を行います。

健康推進課

１歳６か月児健診で発達で気
になる児や未就園児に個別に
参加の声掛けを行い、参加を
促しました。「ＮＰＯ法人陽
なた」から職員派遣を受け、
専門的な指導・助言を行っ
た。

５歳児発達相談

　年中児を対象に、就学前の時期に軽度の発達障がい
や身体異常(視覚、聴覚)、子どもをとりまく環境に伴
う心の問題などを発見し早期の対応をすることで、就
学後の問題を軽減していきます。子どもの健康の保持
増進を図り、また、保護者の子育てに関する相談への
助言を行うことで、不安の軽減を図ります。

健康推進課

希望する年中児の保護者に対
して医師の診察、相談を行い
ました。発達検査が必要な児
については、ＮＰＯ法人陽な
たへ委託し、検査を実施し
た。

メディアスタート事業 　再掲　３５ページ 健康推進課

ハッピー子育て応援団 　再掲　３５ページ 健康推進課

ハッピー赤ちゃん登
校日

　再掲　３５ページ 健康推進課

命の大切さ伝え隊派
遣事業

　再掲　３４ページ 健康推進課



施策 施策内容・方向 担当課 第一期（H27～Ｈ31）評価

子どもの成長発達を
考える講演会

　子どもの育ちを促し、親への育児支援を目的に、子
育てに関わる専門職を始め、広く一般市民も対象とし
た講演会を開催します。

健康推進課

主に保育士、幼稚園教諭、小
中学校教員、その他関係者を
対象に子どもの発達やこころ
に関する専門医等による講演
会を実施した。

親子ふれあい事業 　再掲　３５ページ 子育て支援課

歯科指導

　乳幼児健康相談では歯科衛生士による歯磨き指導
を、１歳６か月児健康診査、３歳児健康診査では歯科
医と歯科衛生士による歯科診察と歯磨き指導（希望者
にはフッ化物塗付）をします。６か月児健康診査で
は、歯科衛生士による集団での歯科指導を実施しま
す。また健診のみならず保育所や、幼稚園等で保護者
に対して「歯の大切さ」について講話やちらしなどで
啓発に努めます。

健康推進課

乳幼児相談、乳幼児健診等で
歯科衛生士からはみがき指導
及び歯科診察を実施し、歯の
健康について啓発を行った。
１歳６か月児健康診査後、３
歳児までにう歯が増加する傾
向にあるため、平成29年度よ
り、「歯科健診・フッ素塗
布」事業を開始した。１歳９
か月～２歳９か月の児を対象
に３か月に１回、フッ素塗布
を無料で行いかかりつけ歯科
医を持つことを促し、う歯の
予防につなげた。

保育所、幼稚園等の
歯磨き指導

　嘱託歯科医による検診、歯の大切さ、正しいみがき
方の指導を行います。年中・年長児は食後、おやつ後
に保育士等が教えながら一緒に歯みがきを行います。

子育て支援課

嘱託医による検診と指導を定
期的に実施。また、毎日の習
慣として身につけるため、食
後に歯みがきを行った。

乳幼児の事故防止
　乳幼児に起きる可能性のあるさまざまな事故につい
て、注意を喚起するパンフレットを配布し、事故防止
の啓発を行います。

健康推進課

母子健康手帳交付、出生届、
健診等の機会を利用して、パ
ンフレット等を活用し事故防
止の啓発に努めた。

２－④　食育の推進

施策 施策内容・方向 担当課 第一期（H27～Ｈ31）評価

両親学級（食事の
話）

　母体と胎児の健康のための妊娠中の食生活につい
て、講話を行います。

健康推進課

　妊娠中の母親と赤ちゃんの
健やかな発育のための食生活
について、講話を行った。ま
た母親の妊娠を機に、父親へ
もバランスのよい食生活につ
いて情報提供し、家庭全体で
食生活を振り返る機会とし
た。

６か月児健康診査
（栄養相談）

　６か月児健康診査において、集団（全対象）、個別
（希望者対象）に離乳食相談を行います。

健康推進課

　集団指導では離乳食全般の
講話を実施。また個別相談で
は、離乳食において生じる母
親の不安に寄り添いつつ、母
親が自信をもって授乳と離乳
食をできるよう個々に応じた
支援を行った。

１歳６か月児・３歳
児健康診査（栄養相
談）

　１歳６か月児・３歳児健康診査において、集団（全
対象）で幼児の食生活の過ごし方についての講話を行
います。

健康推進課

　子どもの健やかな成長・発
達のために、生活リズム、朝
食、バランスのよい食事、お
やつについて、また市内保育
園幼稚園児を対象とした「幼
児の生活習慣と食に関するア
ンケート（１回/３年実施）」
結果から保護者が子どもの食
事で気になることを把握し、
その工夫について講話を行っ
た。

乳幼児健康相談
（栄養相談）

　乳幼児健康相談の場において、個別（希望者対象）
に離乳食相談・幼児の食事について相談を行います。

健康推進課

　離乳食及び幼児食において
生じる母親の不安に寄り添い
つつ、子どもの成長・発達と
食を通じた健やかな親子関係
の形成を促し、育児に自信を
もてるよう支援を行った。

乳幼児期からの正しい食事のとり方や、望ましい食習慣の定着及び食を通じた人間性
の形成・家族関係づくりによる心身の健全育成を図るため、健康診査やいろいろな場面
において、子育て家庭への情報提供に努めるとともに、保育所・幼稚園・学校との連携
を深め、地域全体で食育を推進します。



施策 施策内容・方向 担当課 第一期（H27～Ｈ31）評価

離乳食講習会

　離乳食の進め方について、講話と離乳食調理のデモ
ンストレーション、保護者に離乳食を試食してもらう
など、離乳食について情報提供を行います。また、保
護者同士の仲間づくりのきっかけとします。

健康推進課

２カ月に１回、乳幼児健康相
談と併せ実施した。５～８カ
月児と９カ月～１歳６か月児
の離乳食の内容に分けて2回実
施し、月齢に応じたきめ細や
かな情報提供を講話及び離乳
食調理のデモンストレーショ
ンを通じて行った。また、同
時期だからこそ悩みを共有し
やすく、仲間づくりのきっか
けにもなっている。

食育についての講話

　子どもの健全な発育・発達のための食生活とその大
切さについて、保育所、幼稚園、小学校、中学校で講
話・教育を行います。また、未就園児の保護者への講
話も行います。

子育て支援課
教育総務課
健康推進課

幼稚園・保育園においては、
様々な食育活動を通じ、栄養
士・保育士・調理師が連携し
て食に対する学びを提供し
た。市内全小中学校の全クラ
スを栄養士が毎年訪問し、学
年別のテーマに沿って30分か
ら1時間の講話・教育を行っ
た。地域子育て支援センター
ひまわりでは未就園児の保護
者向けの講話を実施した。

地産地消の推進

  地元の伝統的な食文化への理解促進や、地元産の食
材を使用して地元生産者、学校、園との連携による相
互理解を深めることで、より安全・安心な給食を提供
できるように地産地消を推進します。

子育て支援課
教育総務課

市内生産者と一緒に市内の保
育園に給食食材の野菜を直接
届ける取り組みを通じ、地元
食材に対する関心を促した。
給食食材の入札の際に県内産
を優先するよう依頼したほ
か、４年生の食育指導のテー
マに定め、講話・教育を行っ
ている。

子どもクッキング教
室

　食生活改善推進員が各公民館において、地域の子ど
もたちに調理実習を行い、食育を推進します。調理実
習を通して、世代を超えた交流、食の大切さを伝えま
す。子どもたちに「食べること」に興味・関心を持っ
てもらい、料理することを楽しいと思う心を育てま
す。

健康推進課

Ｈ14年度から継続して、市内
７公民館において各地区食生
活改善推進員が小学校の夏休
み時期に実施した。参加者
は、料理を作る楽しみを感じ
るとともに食生活について振
り返るなど食に関心をもつ機
会となっている。

食生活改善推進員の
地域活動事業

　子どもクッキング教室、高校生に伝統食の伝達をす
る料理講習、男性・高齢者の自立を助けるための料理
教室、各地区食生活伝達講習会等の事業を行います。

健康推進課

　あらゆる世代を対象とした
事業を継続して実施し、栄養
バランスのよい食事、望まし
い食習慣の定着を図った。

おさかな探検・
フィッシュキッチン
事業

　年長児を対象に境漁港に水揚げされた魚を見学して
もらい、魚についての興味関心を高まった後に、園児
に魚を中心とした料理機会を提供し、食育の推進を図
ります。

水産商工課
子育て支援課

おさかな探検は９園、フィッ
シュキッチンは４園で実施
し、魚への興味や食育の推進
を図った。

親子菜園 　再掲　３５ページ 子育て支援課

親子ふれあい農園 　再掲　３５ページ 農政課

歯科指導 　再掲　３８ページ 子育て支援課

保育所、幼稚園等の
歯磨き指導

　再掲　３８ページ 子育て支援課



２－⑤　思春期保健対策の充実

施策 施策内容・方向 担当課 第一期（H27～Ｈ31）評価

いのちとこころのプ
ロジェクト事業

　小・中学生にこころやいのちに関する学習を行いま
す。また、思春期の子どもの実態把握のために、市内
小学6年生対象に「こころとからだの健康アンケー
ト」を行います。

健康推進課

子どものこころに着目した小
学６年生を対象とした「ここ
ろとからだの健康アンケ―
ト」調査を継続実施し、子ど
もの実態を把握に努めてい
る。子どもと接することの多
い関係者と共有共有し、自死
予防に向けた意見交換を行
い、子どもも大人も気軽に集
え、自分の気持ちを話せる機
能を持つ場が地域の中に必要
との方針がまとまった。平成
30年度よりこの機能を総称し
た「ひみつきち」を各地区に
展開し、令和元年度は、6小学
校地区中3校区で活動していま
す。今後も「ひみつきち」の
主旨を広め、理解者を増やす
取り組みを進める。

教育相談体制

　適応指導教室「やすらぎ」における支援事業を行い
ます。また、スクールソーシャルワーカーの配置やス
クールカウンセラーの活用により、相談体制の充実を
図ります。

教育総務課

　スクールカウンセラーによ
る活発なカウンセリングを児
童生徒及び保護者を対象に行
い、教育相談体制が充実し
た。また、スクールソーシャ
ルワーカーの配置により、教
育相談体制が充実し、福祉機
関との連携を図った。

健康教育（保健）の
実施

　関係機関・団体との連携などによる指導、薬物乱用
防止教室、性教育講演会を開催し、健康教育の充実を
図ります。

教育総務課

　西部サポートセンターや境
港警察署と連携し、各学校で
薬物乱用防止教室や非行防止
教室を実施した。

やすらぎルームの運
営

　学校に行きづらく、家に引きこもりがちな児童、生
徒にとっての学校以外の交流の場として、やすらぎ
ルームの運営を行います。

教育総務課

　学校へ登校できなかった児
童生徒が、やすらぎルームで
様々な活動や関わりを持った
ことで、自信をつけ、登校へ
とつながった。

２－⑥　相談体制の整備

施策 施策内容・方向 担当課 第一期（H27～Ｈ31）評価

家庭児童相談室
　子育て支援課内の「家庭児童相談室」に相談員４名
を配置し、子育てに関する相談、助言を行います。

子育て支援課
家庭児童相談室に相談員を４
名配置し、子育てに関する相
談、助言を行った。

児童虐待に対する相
談

　家庭相談員による児童虐待に関する相談、指導を行
います。

子育て支援課
家庭相談員による児童虐待に
関する相談、指導を行った。

婦人相談

　女性の抱える諸問題に対する相談員による相談・助
言・指導を行います。ドメスティックバイオレンス
(ＤＶ)の被害者に対する相談窓口として、事務手続、
他機関への引継ぎを行います。

子育て支援課

家庭児童相談室に婦人相談員
を配置し、女性の抱える諸問
題に対する相談、助言を行っ
た。

障がい者相談支援事
業

子どものこころに着目した小学６年生を対象とした
「こころとからだの健康アンケ―ト」調査を継続実施
し、子どもの実態を把握に努めている。子どもと接す
ることの多い関係者と共有共有し、自死予防に向けた
意見交換を行い、子どもも大人も気軽に集え、自分の
気持ちを話せる機能を持つ場が地域の中に必要との方
針がまとまった。平成30年度よりこの機能を総称した
「ひみつきち」を各地区に展開し、令和元年度は、６
小学校地区中３校区で活動しています。今後も「ひみ
つきち」の主旨を広め、理解者を増やす取り組みを進
める。

福祉課

Ｈ27年度からＨ30年度までは
西部圏域の複数の事業所に、
Ｈ31年度からは市内の事業所
１か所に事業委託を行い、障
害児者およびその家族などの
生活上の問題を解消するため
の相談支援を実施した。

地域子育て支援セン
ター事業

　再掲　３１ページ 子育て支援課

妊産婦健康相談 　再掲　３６ページ 健康推進課

乳幼児健康相談 　再掲　３７ページ 健康推進課

子育て相談 　再掲　３７ページ 健康推進課

教育相談体制 　再掲　４０ページ 教育総務課

妊娠期から出産期、乳幼児期のほか、虐待や子育てに関する各種の相談事業を行って
いますが、今後もそれらの周知と充実を図ります。

関係機関と連携を図り、思春期の子どもたちに性や性感染症予防に関する正しい知識
の普及を図るとともに、地域における相談体制の充実を推進します。



２－⑦　小児医療の充実

施策 施策内容・方向 担当課 第一期（H27～Ｈ31）評価

小児救急医療体制

　境港医師協会に委託して、境港日曜休日応急診療所
の診察及び管理に関する業務を行います。そこで、日
曜休日（午前１０時～午後５時）における内科、小児
科の急患に対応します。小児科については、米子医療
センターで日曜日(午前8時30分～午後５時)診察して
います。小児夜間診療については、博愛病院では、火
曜日夜間と米子医療センターで月・水・金曜日の夜
間、山陰労災病院で木・土曜日の夜間に対応します。
重篤救急患者の救命医療確保に対応できる医療機関と
して、鳥取大学医学部付属病院救命救急センターが２
４時間対応します。

健康推進課

市ホームページ及び「子育て
サポートガイド」に小児休
日・夜間救急に関する内容を
掲載した。ホームページなど
も活用し、周知に努めた。

【内科・小児科】
・境港日曜休日診療所
　10時～17時
【小児科】
・西部医師会急患診療所
　平日・土曜　19時～22時
・米子医療センター
　月・水・金　17時15分～22
時
　日曜　8時30分～17時15分
・山陰労災病院
　木曜　18時～22時
　土曜　17時～22時

２－⑧　経済的な支援

施策 施策内容・方向 担当課 第一期（H27～Ｈ31）評価

保育所保育料の軽減
　保育所保育料を国基準より大幅に安く設定し、保護
者負担の軽減を図ります。

子育て支援課
定期的な保育料の見直しによ
り、保護者負担の軽減に取り
組んだ。

保育所保育料の減免
　「境港市子どものための教育・保育に関する利用者
負担額等を定める条例」に基づく保育料の減免を行い
ます。

子育て支援課

災害またはやむを得ない事情
により保育料の納付について
減免件数は過去５年間で
。引き続き保護者からの相談
に対して個々の事情を踏ま
え、適切に対応した。

私立幼稚園就園奨励
費補助金の交付

　入園料および保育料の減免を行う私立幼稚園の設置
者を対象とした補助金の交付を行います。

子育て支援課
私立幼稚園を通して、保護者
の収入に応じて補助金を交付
した。

私立幼稚園第３子保
育料の軽減

　第３子以降の子どもの保育料を1/2に軽減します。 子育て支援課
私立幼稚園を通して、第３子
以降の子どもの保育料軽減を
行った。

児童手当の支給

　児童を養育している者に児童手当を支給することに
より、家庭における生活の安定に寄与するとともに、
次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上を
図ります。

子育て支援課 児童手当の支給を行った。

児童扶養手当の支給
　父または母と生計を同じくしていない児童が育成さ
れる家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため
に、児童扶養手当を支給します。

子育て支援課

児童扶養手当の支給を行っ
た。Ｈ31年度から、制度改正
により、支給回数が年３回か
ら年６回となった。

災害遺児手当の支給
　災害遺児について、災害遺児手当を支給すること
で、児童の健全な育成を図ります。

子育て支援課
対象者には手当を支給し、児
童の健全な育成を図った。

ひとり親家庭児童入
学支度金事業

　配偶者がいない父または母が養育している児童の
小・中学校入学に際し、支度金を助成することによっ
て、ひとり親家庭の福祉向上を図ります。

子育て支援課

４月支給となっていた入学支
度金をH30年度から支給時期を
改め、２月から支給し、入学
準備に間に合うようにした。

就学援助費の支給
　「就学困難な児童及び生徒に関する就学奨励につい
ての国の援助に関する法律」に基づく援助を行いま
す。

教育総務課

　児童生徒が安心して学校活
動が行えるよう、就学援助費
を支給することで、保護者の
経済的負担の軽減につながっ
た。

安心して子どもを産み育てるためには、緊急時も含めた小児医療体制の充実が求めら
れています。今後も小児救急医療体制の整備を図るとともに、それら情報の周知を図り

現在、各種手当の支給、保育所・幼稚園保育料の軽減や減免、補助金の交付、また乳
幼児医療費等の助成を行います。



施策 施策内容・方向 担当課 第一期（H27～Ｈ31）評価

障がい児通園施設利
用者負担金軽減事業

　複数の子どもが保育所と障がい児通園施設にそれぞ
れ通っている場合の施設利用者に生じる食費実費負担
額について、その費用の一部を助成します。

福祉課

複数の子どもが保育園と障が
い児通園施設にそれぞれ通っ
ている場合の施設利用者負担
額について、その費用の一部
を助成しました。(なお、施策
名称を「児童発達支援セン
ター利用者負担金軽減事業」
に変更しています）

進級（就園）準備金
支給事業

　被保護世帯、児童及び障がいを持つ児童・生徒等に
対し進級（就園）準備金を支給します。

福祉課

被保護世帯、児童及び障がい
を持つ児童・生徒等に対し、
進級（就園）準備金を支給し
た。

特別児童扶養手当の
支給

　「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」に基づ
く手当を支給します。

福祉課

精神または身体に障害を有す
る児童をにいて監護・養育し
ている父母等へ手当を支給し
た。

障がい児福祉手当の
支給

　「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」に基づ
き、重度の障がいがあり、日常生活に常時の介護を必
要とする２０歳未満の在宅の方に手当を支給します。

福祉課

重度の障がいのため、日常生
活において常時の介護を必要
とする状態にある20歳未満の
在宅の者に手当を支給した。

心身障がい児（者）
福祉手当の支給

　「境港市心身障がい児福祉手当支給条例」に基づく
心身に重度の障がいがある方、または、その方を監督
保護している方を対象として手当を支給します。

福祉課
計画期間中において、手当支
給対象者なし。

重度心身障がい児
（者）福祉タクシー
料金助成

　身体障がい者手帳１級・２級及び療育手帳Ａの所持
者のうち、申請月の属する年の前年の市町村民税の非
課税の方に、タクシー利用料金を助成します。

福祉課

Ｒ１年度から対象の障害の範
囲を、身体障がい者手帳３級
（肢体不自由、移動機能障
害）と精神障害者保健手帳１
級の方に拡大した。

障がい者通園施設交
通費助成

　あかしや（米子市）に通園する児童の保護者に支給
します。

福祉課

あかしや（米子市）に通園す
る児童の保護者に支給した。
なお、事業名称を「障がい児
児童発達センター交通費助成
事業」と変更。

障害者総合支援法に
よる自立支援給付と
地域生活支援

　ホームヘルプ、児童デイサービス、ショートステイ
などの介護給付、グループホームなどの訓練等給付、
移動支援などの地域生活支援を行います。

福祉課

障がい者総合支援法に基づく
介護給付、訓練等給付、地域
生活支援事業の利用のための
支給決定を行った。

小児医療費の助成
　「境港市特別医療費助成条例」に基づき、中学校卒
業までの子どもの医療費の助成を行います。

市民課

Ｈ28年４月１日から対象を拡
大し、18歳に達する日以降の
最初の３月31日までの間にあ
る者が対象とした。
H31受給資格者　5,113人

ひとり親家庭医療費
の助成

　「境港市特別医療費助成条例」に基づき、所得税が
非課税のひとり親家庭を対象とした医療費の助成を行
います。

市民課
継続して助成を行った。
H31受給資格者　236人

心身障がい児（者）
等医療費の助成

　「境港市特別医療費助成制度」に基づく心身障がい
児（者）を対象にした医療費の助成を行います。

市民課
継続して助成を行った。
H31受給資格者　810人

チャイルドシート購
入費補助金の交付

　チャイルドシートを購入した保護者を対象に補助金
の交付を行うことにより、子育て世帯の経済的負担軽
減を図ります。

自治防災課

第一期は、682人の保護者に対
して補助率1/2(上限5,000円)
の補助金の交付を行い、子育
て世帯の経済的負担の軽減を
図った。

小児インフルエンザ
予防接種助成事業

　再掲　３７ページ 健康推進課



３　豊かな教育の推進と子どもの健全育成

３－①　親になるための学習の推進

施策 施策内容・方向 担当課 第一期（H27～Ｈ31）評価

職場体験活動「ワク
ワクさかいみなと」

　市内中学校２年生全員が約１１０か所の事業所にお
いて、５日間の職場体験を行います。

教育総務課

　市内中学校一斉に５月中旬
に実施した。Ｈ31年度は96事
業所の協力を得て、４日間の
体験活動を実施した。

ボランティア実践教
育事業

　夏休みの期間、市内の中学生、高校生を募集し老人
福祉施設等において２日間の体験ボランティアを行い
ます。今後は、境港市民総合ボランティアセンターと
連携し、ボランティア学習の取組みを検討します。

教育総務課

　ボランティアを希望した市
内中学生・高校生による体験
活動を実施した。なお、ボラ
ンティアセンターについて
は、Ｒ２年度より社会福祉協
議会に移管することとなっ
た。

異年齢児との交流
　異年齢児とのふれあいの場として、保育所・幼稚園
等と小学校、中学校との交流を行います。

教育総務課
子育て支援課

　総合的な学習の時間や生活
科の学習を通して、どのよう
なかかわりが大切か学び、保
育所や幼稚園の子どもたちと
交流を行った。

３－②　「豊かな教育」と「確かな学力」の推進

施策 施策内容・方向 担当課 第一期（H27～Ｈ31）評価

学力の基礎を理解す
る指導計画の改善・
充実

　学力の基礎・基本の確実な定着のための指導方法の
工夫・改善と評価規準の見直しを行います。

教育総務課

　日々の授業での学習の定着
度を確認し、必要に応じて支
援を行った。また、学力調査
を分析し、課題を明確にした
上で、教材等を工夫するなど
授業改善を行った。

個に応じた指導方法
の充実

　習熟度別学習や少人数指導、ティーム・ティーチン
グ（ＴＴ）などの積極的な活用による個に応じたきめ
細かな指導を行います。

教育総務課

　加配教員を有効活用し、子
供たちのつまずきを把握し、
個に応じた支援に努めた。ま
た、単元に応じて少人数指導
やＴＴを取り入れるなど学習
形態も工夫した。

指導補助員の配置
  小規模小学校以外の全ての小中学校に指導補助員を
複数配置し、授業中に個別のケアを行うことで、個々
のつまずきの防止と授業の進捗を図ります。

教育総務課

　指導補助員を配置し、配慮
の必要な児童への支援を行う
ことで、授業に参加できるよ
うにしたり、学習内容が定着
しているか把握したりするこ
とができた。

外国語指導助手（Ａ
ＬＴ）の活用

　外国語指導助手（ＡＬＴ）と児童、生徒が直接会話
することにより、語学力やコミュニケーション能力の
向上を図ります。

教育総務課

Ｈ30年から小学校の外国語活
動が先行実施されたことに伴
い、ALTを４名に増員し、中学
校に加え、小学校への派遣も
行った。

道徳教育の時間の確
保

　年間３５時間の道徳時間の確保や「私たちの道徳」
の効果的な活用を行います。

教育総務課

　各学校や市内の道徳部会で
研修会を積極的に持ち、道徳
の実践に励んだ。上道小学校
では令和元年度に中国地区小
学校道徳教育研究大会を開催
した。

青少年芸術鑑賞事業
　小中学生に、音楽、演劇や人形劇等の生の優れた芸
術を鑑賞する機会を提供します。

教育総務課

　小学校３年生を対象に人形
劇、小学校５年生に劇を見る
青少年劇場巡回公演を実施し
た。中学校については芸術鑑
賞教室を実施した。

職場体験活動「ワクワクさかいみなと」を今後も継続するとともに、子どもたちが職
業について考える機会や思春期の児童が乳幼児と関わる機会の充実を図ります。

小中学校においては、境港市民総合ボランティアセンターと連携し、総合的な学習の
時間を利用したボランティア体験や高齢者、障がい者、地域の人達等との交流を図るな
どの福祉教育を充実します。また、生きる力の基礎になる「確かな学力」の養成に努め
るために、個に応じた指導体制の改善・工夫や、「わかる授業」の創造、読書活動の推
進等、基礎基本の定着に努めます。



施策 施策内容・方向 担当課 第一期（H27～Ｈ31）評価

朝の読書の推進
　すべての公立小中学校において朝の読書運動を毎日
実施するように努めます。

教育総務課

　各学校で朝の読書時間を設
定した。また、教職員や地域
ボランティアによる読み聞か
せ活動を月１回実施した。

家読（うちどく）の
推進

　再掲　３６ページ
生涯学習課
教育総務課
子育て支援課

運動部活動の支援
　県の補助金を活用して、外部指導者を導入し、中学
校の運動部活動の充実を行います。

教育総務課
Ｈ31年度より中学校に運動部
外部指導者を配置し、部活動
の充実に努めた。

歯科保健対策の推進
　小中学生を対象とした歯科保健に関する意識の啓発
を行います。

教育総務課

　保健指導や学級活動の時間
に歯科保健に関する学習を行
い、歯を大切にする意識の向
上に努めた。

学校施設の整備 　学校施設の整備、充実を図ります。 教育総務課

　H27年に体育館の耐震対策を
実施したほか、年次的に体育
館の屋上防水、外壁、床改修
を実施、校舎についても危険
個所を随時修繕している。

境港市図書館連絡協
議会の設置

　市民図書館、学校図書館の活性化を図るとともに、
両親学級、ブックスタートから生涯を通しての読書活
動を推進します。

生涯学習課

図書館連絡協議会を設置する
ことで、読書まつりの開催
や、お互いの情報交換をする
ことができた。

市民図書館の読書環
境整備の充実

　市民図書館の情報化（図書の予約、検索、貸出のイ
ンターネット利用可）、学校図書館、県立図書館・他
市町村図書館との連携により、児童生徒への図書貸出
を増加します。

生涯学習課

情報化することで利便性の向
上及び県立図書館・他市町村
図書館との情報交換も行うこ
とができた。

子どものためのボラ
ンティア活動の周知
及び支援

　境港市民総合ボランティアセンターと連携し、各種
団体のボランティア活動の周知を図り、様々な支援を
行います。

福祉課

Ｒ１年10月から、境港市民総
合ボランティアセンターを
「境港市ボランティアセン
ター」として境港市社会福祉
協議会に運営を移管し、ボラ
ティア講座の実施や活動の周
知を図った。

人権教育の推進
　保育所・幼稚園・小学校・中学校・ＰＴＡ・地域・
社会教育との連携を密にし人権教育の推進を図りま
す。

地域振興課
教育総務課
子育て支援課

境港市人権教育推進協議会に
おける就学前部会、学校教育
部会及び社会教育部会の活動
を通して、各部会の取り組み
について情報交換を行い、連
携を図った。
保護者会、ＰＴＡの研修活動
を支援した。
毎年、様々な人権をテーマに
した講演会や中学生の人権作
文の発表、小・中学生の人権
作品の展示、地域団体のバ
ザーなど、様々な機関（団
体）が協力し、子どもから大
人までが参加する「人権ふれ
あいフェスティバル」を開催
した。

魅力ある学校づくり
　市内の全保育所、幼稚園、小学校、中学校の一斉公
開を行います。また、地域の方にボランティアとして
参加いただき、子ども達と交流を行います。

子育て支援課
教育総務課

市内一斉公開を６月に実施
し、多くの市民の方々が子ど
もたちの学習等、学校生活を
参観。同様に幼稚園・保育園
においても園の様子を公開
し、未就学園児親子や地域の
人と交流した。

幼稚園・保育所・小
学校・中学校の連携
による職員研修の実
施

　再掲　３４ページ
子育て支援課
教育総務課

学校支援コーディ
ネーターの配置

　小・中学校と地域の学校支援ボランティアとの調整
を図り、学校の要望に応じた様々な教育活動を支援し
ます。

生涯学習課
読み聞かせ・見守り・植栽剪
定など様々な活動支援を行っ
た。

社会教育指導員の配
置

　社会教育指導員の経験を生かし、子ども達に講演会
等を行います。

生涯学習課
市内小中学校への講師派遣を
行った。

ハッピー赤ちゃん登
校日

　再掲　３５ページ 健康推進課



３－③　家庭や地域の教育力の向上

施策 施策内容・方向 担当課 第一期（H27～Ｈ31）評価

校庭開放等学校施設
の活用

　安全な遊び場づくりに向けた校庭等の活用を行いま
す。

教育総務課
　学校休業日や放課後、クラ
ブ等の活動がない日は、子ど
もの遊び場として開放した。

地域活動の指導者の
育成

　指導者育成講習会の開催を行います。 教育総務課

市内スポーツ少年団指導者に
対し、県が主催する指導者育
成講習会への参加を呼び掛け
た。

スポーツ少年団活動
の支援

　スポーツ活動を通した心身ともに健康な体力づくり
を目的としたスポーツ少年団への支援を行います。

生涯学習課
市内各スポーツ少年団の運営
に関する助言、交流大会への
補助を行った。

公民館子ども講座の
開催

　週末や夏休み等の長期休業期間中に、各公民館で活
動を行います。

生涯学習課
夏休みの期間中に子ども向け
の講座を開催した。

高齢者と子どもとの
交流（認知症予防
サークル活動）

　各地区の認知症予防サークルの活動の中で、高齢者
と小学生が交流します。

長寿社会課
教育総務課

認知症予防サークルとともに
市内の小学４年生の児童を対
象に「認知症サポーター養成
講座」を開催した。

高齢者と子どもとの
交流（敬老会）

　地区社会福祉協議会（７か所）が行う敬老会に幼
児、小学生が参加し高齢者と交流します。

長寿社会課
教育総務課
子育て支援課

各地区敬老会において、地区
の幼児（園児）、小学生等が
アトラクションを披露した。

県民スポーツ・レク
リエーション祭への
参加支援

　スポレク祭に参加する子どもたちへ参加費用の助成
を行います。

生涯学習課
県民スポレク祭に参加する小
学生の交通費の補助を行っ
た。

ガイナーレ鳥取の支
援を通じたスポーツ
や公園遊びの普及

　プロスポーツの活動を身近に感じることや、プロ選
手との交流を通じたスポーツ振興と子どもたちの公園
遊びの普及活動を行います。

生涯学習課

ガイナーレ鳥取が実施する事
業「復活！公園遊び」を市内
小学校に周知した。H28年度に
は、各地区児童クラブが当事
業を利用するにあたり日程調
整にあたった。

海のスポーツ活性化
に向けた調査研究

　子どもたちが海で遊び、海のスポーツに触れること
が出来るような体制づくりを目指します。

生涯学習課

日本スポーツ振興センターか
ら、新規補助メニューを検討
するためのアイデア募集が
あったため応募した。本市で
は、関係者と協議の上、海の
スポーツの活性化策をまとめ
て提出した。

３－④　子どもの健全育成

施策 施策内容・方向 担当課 第一期（H27～Ｈ31）評価

園庭・校庭芝生化事
業

　園児、児童、生徒の屋外遊びを助長しながら怪我の
防止等を図ります。

子育て支援課
教育総務課

　市内保育園８ヵ所の園庭、
小学校全校と中学校１校の校
庭の芝生を維持し、児童生徒
の外遊びの促進、健康増進に
努めた。

障がい児(者)のため
のスポーツ教室

　障がい児(者)の運動不足解消や休み中の余暇活動と
して境港市障がい児(者)育成会が運営するスポーツ教
室の運営費を一部助成します。

福祉課

境港市障がい児(者)育成会が
運営するスポーツ教室（トラ
ンポリン教室及び水泳教室）
の運営費を一部助成し、障害
児者の余暇活動への支援を
行った。

ピアノコンクールの
開催

　小学生から高校生までを対象にしたピアノコンクー
ルを開催し、芸術文化振興を図ります。

生涯学習課

文化芸術を通じた次世代育成
を目的として、小中高校生の
対象としてピアノコンクール
を開催した。

ブラスフェスタ運営
費の補助

　小学校から高校、一般までの金管バンドが参加する
コンサート（ブラスフェスタｉｎ境港）の運営費を補
助します。

生涯学習課
ブラスフェスタin境港の開催
に際し、補助金の支出、運営
への協力を行った。

シンフォニー少年少
女合唱団の育成

　主に小学生を対象に合唱指導および定期演奏会を開
催し、地区の学校の垣根を越えた子どもたちの交流お
よび合唱を通しての健全育成を図ります。

生涯学習課

シンフォニー少年少女合唱団
の活動において合唱練習・定
期演奏会を実施し、子ども達
の交流、健全育成を図った。

スポーツ活動や公民館活動、子育て支援のボランティア活動等を通して、地域におい
て子育てを見守り、子どもと共に家庭や地域の教育力の向上を目指します。

街頭パトロールや有害図書の立ち入り調査による有害環境対策を行い、子どもの犯罪
防止に努めます。現在行っているブックスタートや公民館子ども講座、高齢者・乳幼児
との交流などの事業の周知と充実を図り、子どもの健全育成に努めます。



施策 施策内容・方向 担当課 第一期（H27～Ｈ31）評価

乳幼児の芸術鑑賞の
推進

　乳幼児から小学校就学前の児童にあった芸術鑑賞を
おこなうことにより潜在的な可能性を引き出し、豊か
な感性と創造性を育むためのアートスタート事業を推
進します。

生涯学習課
子育て支援課

市民団体が実施する未就学児
を対象とした演劇鑑賞事業に
対し、事業費の補助、運営へ
の協力を行った。例年６公演
を市内各幼稚園・保育園等で
行っている。

健全育成に関する啓
発

　青少年の健全育成に関するポスターを学校・公民館
に掲示します。

生涯学習課 学校・公民館に掲示した。

有害図書立ち入り調
査の実施

　青少年育成鳥取県民会議の青少年育成推進指導員と
協力して、コンビニエンスストア等の立ち入り調査を
行います。

生涯学習課 調査を実施した。

社会を明るくする運
動の推進

　更正保護活動の推進により、犯罪や非行のない明る
い社会を実現するため、街頭キャンペーン等を行いま
す。

地域振興課

街頭キャンペーンでは推進委
員と幼稚園児が一緒に街頭パ
レードを行い、犯罪防止や更
生への理解と協力について啓
発を行った。

保育所・幼稚園の園
庭開放

　再掲　３１ページ 子育て支援課

幼・保・小・中の保
護者会・ＰＴＡとの
連携

　再掲　３２ページ
子育て支援課
教育総務課

ブックスタート事業 　再掲　３５ページ 健康推進課

ブックスタートプラ
ス事業

　再掲　３５ページ 健康推進課

メディアスタート事業 　再掲　３５ページ 子育て支援課

家族のふれあい促進
事業

　再掲　３５ページ 子育て支援課

境港市図書館連絡協
議会の設置

　再掲　４６ページ 生涯学習課

校庭開放等学校施設
の活用

　再掲　４７ページ 教育総務課

スポーツ少年団活動
の支援

　再掲　４７ページ 生涯学習課

公民館子ども講座の
開催

　再掲　４７ページ 生涯学習課

高齢者と子どもとの
交流（高齢者ふれあ
いの家事業）

　再掲　４７ページ
長寿社会課
教育総務課

高齢者と子どもとの
交流（敬老会）

　再掲　４７ページ
長寿社会課
教育総務課
子育て支援課



４　子どもを育てやすい生活環境の整備

４－①　子育てに配慮したまちづくり

施策 施策内容・方向 担当課 第一期（H27～Ｈ31）評価

公共交通機関のバリ
アフリー化

　市民バス（はまるーぷバス）は低床バス車両（全６
台）で運行します。（更新実績：平成２５年度１台、
平成２６年度１台）

観光振興課

市民バス（はまるーぷバス）
は、全車両（６台）が低床ノ
ンステップバス車両で運行し
ている。（更新実績：Ｈ29、
30年度各１台）

通学路の安全確保 　通学路の安全点検調査を行います。
管理課

教育総務課

年１回、教育総務課、管理
課、自治防災課、警察、学
校、その他担当課と通学路安
全パトロールを実施し、順次
整備を行っている。各学校か
ら報告のあった通学路におけ
る危険箇所について、他課や
関係機関と連携して合同点検
を行った。

交通安全施設の整備
　街路灯、道路標識の整備、ガードレール、カーブミ
ラーの設置を行います。

管理課

通学路安全パトロールや自治
会要望を受けて、街路灯、
カーブミラー等の設置を実
施。

地域の道路の整備 　市道の整備を行います。 管理課
舗装修繕計画や自治会要望な
どを基に舗装修繕、側溝改修
を実施。

児童公園の整備
　街区公園（児童公園）については、安全な遊具の設
置及び遊具の適正な維持管理を図るとともに、公園の
芝生化を進めます。

都市整備課

遊具については、毎年１回の
専門業者による点検のほか、
月２回の目視等による点検を
実施。
なお、期間中に芝生化を行っ
た公園は無し。

児童公園の整備
  街区公園（児童公園）については、遊具の適正な維
持管理に努めるとともに公園利用者等の意見を参考に
しながら、既設遊具の撤去・更新を行います。

都市整備課

日の出広場等の遊具更新にあ
たっては、周辺自治会及び子
供会の意見を参考に遊具の種
類を選定した。

ベビーキープ、多機
能トイレの設置、広
いスペースの確保

　鳥取県福祉のまちづくり条例に基づく整備を行いま
す。（平成２４年度に大正町駐車場にベビーキープを
備えた多機能型のトイレを整備）

各施設所管課

子育て世代包括支援センター
（保健相談センター内）に
は、多機能型トイレを整備し
ている。こども支援センター
きらきら、地域子育て支援セ
ンターひまわりにはおむつ替
えスペースを完備。

４－②　子ども等の安全の確保

施策 施策内容・方向 担当課 第一期（H27～Ｈ31）評価

街頭パトロールの推
進

　夏休みやイベント時、また随時必要に応じて地域と
ＰＴＡ・青少年育成境港市民会議等の関係機関が連携
してパトロール活動を実施し、問題の早期発見及び未
然防止を図ります。また、青色回転灯装備車による自
主防犯パトロールを行います。

地域振興課
生涯学習課

夏休み、イベント時に関係機
関合同でパトロールを実施し
た。

防犯灯の整備
　自治会等に対する防犯灯の設置、管理費の補助を行
います。

管理課
自治会等に対する補助ではな
く、自治会要望を受け、市で
防犯灯の設置を実施した。

交通安全教室の開催
　保育所、幼稚園、小学校において交通安全教室や自
転車教室を行います。

自治防災課

第一期は、毎年、幼保施設や
小学校を対象に、境港交通安
全ﾚﾃﾞｨｰｽｸﾗﾌﾞによる巡回公演
を実施した。また、小学３年
生を対象に自転車教室を実施
した。

新たに整備を行う場合は、段差の解消や、子どもや高齢者に限らずユニバーサルデザ
インの視点から、すべての人に住みやすいまちづくりに努めます。

ＰＴＡ，青少年育成境港市民会議と地域が連携を図り、防犯対策に努めるとともに、
幼稚園、保育所、学校における交通安全教室など、日々の生活の中で安全に気をくばる
環境づくりを推進します。



施策 施策内容・方向 担当課 第一期（H27～Ｈ31）評価

交通安全期間中の取
組

　地域、関係機関、学校が連携して、交通安全指導を
行います。

自治防災課

年４回の交通安全運動期間
に、市、警察、その他関係機
関と連携し、街頭広報や、広
報車による巡回広報、高齢者
や事業所を対象とした交通安
全講習等を実施した。

チャイルドシート・
シートベルト・自転
車用ヘルメット着用
の徹底、普及啓発

　チャイルドシートや自転車用ヘルメットの着用につ
いて啓発を行います。

自治防災課

市役所前におけるドライバーへ
の広報検問や、商業施設前にお
ける自転車利用客への指導等
により、チャイルドシートの着用
の徹底や、自転車乗車時のﾍﾙ
ﾒｯﾄ着用を呼び掛けた。

関係機関・団体との
情報交換

　子どもを犯罪の被害から守るため、各学校・ＰＴ
Ａ・各種団体の会議を利用し情報交換等の連携強化を
図ります。

地域振興課
生涯学習課

境港市防犯協議会を組織する
団体と連携を図り、啓発事業
等を行った。

防犯講習会の開催
　防犯協議会が実施する保育所・幼稚園・小学校等で
の防犯講習会開催を支援します。

地域振興課

境港市防犯協議会が開催する
声掛け事案の被害防止やイン
ターネットの正しい利用方法
などの講習等の活動に対し補
助金を交付し、支援した。

安全教育の促進
　不審者を想定した子ども対象の誘拐等の未然防止の
教育を行います。

教育総務課

　不審者を想定した避難訓練
を実施した。不審者情報に基
づいて発達段階に応じて、ど
のような対応が必要か具体的
な指導を行った。

不審者への対策

　不審者への対応を定めたマニュアルに基づいた訓練
を行うとともに、地域や保護者とも連携を強め不審者
対策に努めます。また、「こどもかけこみ１１０番」
の周知を図ります。

子育て支援課
教育総務課

　不審者対応に関する指導と
ともに、通学路における危険
箇所やこどもかけこみ１１０
番の場所の確認を行った。市
内幼稚園・保育園所長部会に
おいて、毎年防犯訓練を合同
で開催している。

不審者情報の提供

　警察署、教育委員会など関係機関と連携し不審者が
出没した際に速やかにＦＡＸなどで各園、各校へ情報
を流すなどし、防犯情報の提供体制の強化を図りま
す。

教育総務課
子育て支援課

　不審者情報を各学校へ迅速
にＦＡＸした。各学校では、
不審者情報をもとに留意点に
ついて指導を行った。市内幼
稚園・保育園全園にＦＡＸで
の連絡を徹底した。

乳幼児の事故防止 　再掲　３８ページ 健康推進課

５　子育てと仕事の両立支援

５－①　男女がともに育てる家庭づくり

施策 施策内容・方向 担当課 第一期（H27～Ｈ31）評価

境港市男女共同参画
推進計画（女と男と
のいきいきプラン）
との連携

　境港市男女共同参画推進計画（女と男とのいきいき
プラン）との連携を図り、家庭生活への男性の参画を
促進します。

地域振興課

計画策定・取り組みにあたっ
ては関係各課と連携を図り、
男性の料理教室、子どもの頃
からの男女共同参画に対する
理解促進などを行った。

「境港市男女共同参
画推進条例」の周知

　本市では、平成２４年に「境港市男女共同参画推進
条例」を制定しており、その周知を図るとともに、男
女が、家事や育児、介護などの家庭生活における活動
の中で、互いが協力し合い対等な役割を担う社会を目
指します。

地域振興課

パンフレット「『境港市男女
共同参画推進条例』あらま
し」（一般向け・こども向
け）を作成し、人権講座や研
修、学校で配布・説明した。

両親学級 　再掲　３６ページ 健康推進課

両親学級などにより、男性の育児参加への意識を高めていくととともに、境港市男女
共同参画推進条例の周知や境港市男女共同参画推進計画（女(ひと)と男(ひと)とのいき
いきプラン）との連携を図り、男性も含めた家庭づくりに資する施策を推進します。



５－②　子育てしながら働ける職場の環境づくり

施策 施策内容・方向 担当課 第一期（H27～Ｈ31）評価

企業への助成金の紹
介

　各助成制度の周知を行います。 水産商工課

国（鳥取労働局、米子ハロー
ワーク）、県（県立ハロー
ワーク）と連携し、各種助成
制度の周知に努めた。

ハローワーク等関係
機関との連携

　境港雇用対策推進協議会、関係機関と連携した雇用
および労働条件の改善を図ります。

水産商工課

H29年10月17日に国（鳥取労働
局、米子ハローワーク）と雇
用対策協定を締結。それに伴
い新たに設置した境港市雇用
対策協定運営協議会、境港市
一体的実施事業運営協議会と
連携し、雇用及び労働条件の
改善についての各種助成制度
の周知に努めた。なお、新た
な協議会の設置により、境港
雇用対策推進協議会は発展的
解消となった。

企業への子育て支援
啓発

　父親の育児参加や育児休業の取得の奨励、労働時間
の短縮等子育てしやすい職場環境づくりについて、市
内の企業に対しての啓発に努めます。

水産商工課

国（鳥取労働局、米子ハロー
ワーク）と連携し、市内企業
に対し、各種助成制度の周知
による啓発に努めたほか、県
（県立ハローワーク）が実施
する子育て応援求人（子育て
中の母親を対象とした求人募
集）面接会について、会場の
提供、市報掲載等により、子
育てしやすい職場の求人情報
の提供を行った。

５－③　家庭生活と職業生活との両立支援

施策 施策内容・方向 担当課 第一期（H27～Ｈ31）評価

放課後児童クラブ

　放課後、土曜日、長期休業日に保護者が就労等によ
り昼間家庭にいない小学校に就学する児童に対し、適
当な遊び及び生活の場を提供し、児童の健全育成を図
ります。

教育総務課

　７クラブすべてにおいて、
受け入れ対象学年を６年生ま
でに拡充し、共働き世帯やひ
とり親世帯の就労支援及び児
童の健全育成に努めた。

ファミリー・サポー
ト・センター事業

　再掲　３０ページ 子育て支援課

子育て短期支援事業
（トワイライト）

　再掲　３１ページ 子育て支援課

通常保育事業（保育
所・幼稚園）

　再掲　３３ページ 子育て支援課

延長・預かり保育事
業

　再掲　３３ページ 子育て支援課

一時預かり事業 　再掲　３３ページ 子育て支援課

休日保育事業 　再掲　３３ページ 子育て支援課

病児・病後児保育事
業

　再掲　３３ページ 子育て支援課

乳児保育事業 　再掲　３３ページ 子育て支援課

働きながら子育てしやすい環境を整えるためには、子育て家庭への各種サービスのみ
では限界があり、働く人たち全体で子育てを支える基盤づくりが必要となります。その
ためには、子育てをしやすい職場環境づくりの啓発を行うなど、職場全体の意識の向上
を図ります。

休日保育・延長保育・放課後児童クラブ等の事業に対するニーズを適切に把握し、そ
の整備に努め、就労する保護者の負担軽減に努めます。



６　要保護児童への対応などきめ細やかな取り組みの推進

６－①　児童虐待防止対策の充実

施策 施策内容・方向 担当課 第一期（H27～Ｈ31）評価

要保護児童対策地域
協議会

　要保護児童・特定妊婦の早期発見や適切な支援を図
るため、要保護児童とその保護者、特定妊婦に関する
情報や考え方を共有し、適切な支援を行うための協議
を行います。

子育て支援課

支援が必要な妊婦の早期発
見、適切な支援に繋げるた
め、母子保健との協議を週１
回実施した。

児童虐待防止啓発事
業

　児童虐待防止に携わる関係機関及び市民に対して児
童虐待防止を啓発するため、街頭キャンペーン、研修
会等を開催します。

子育て支援課

要保護児童対策地域協議会の
関係者で年に1回オレンジリボ
ン作成会、研修会、街頭啓発
リレーまたはパレード等を実
施した。

児童虐待防止研修会
　児童福祉に携わる職員や関係者を対象とした、児童
虐待防止に向けた対応のスキルアップを目的とした研
修会を実施します。

子育て支援課

児童福祉に携わる職員や関係
者を対象とした研修会を毎年
１回実施し、虐待防止のスキ
ルアップを図った。

養育支援訪問事業
　養育支援が特に必要であると判断した家庭に対し、
保健師・助産師・家庭相談員等が訪問し、養育に関す
る指導、助言等を行います。

子育て支援課

H30年度から、新たに「子育て
世代訪問支援事業」として周
知を図り、育児、家事援助の
強化を図った。

幼稚園・保育所
（園）と連携した児
童虐待予防の取り組
み

　幼稚園・保育所（園）へ定期訪問を行い、児童に関
する情報の共有、支援方針についての協議等を行うこ
とにより、児童虐待の予防、早期発見を図ります。

子育て支援課

定期的に幼稚園、保育園等と
情報共有の会議を開催し、支
援が必要な児童の早期発見に
努め、虐待予防を図った。

小・中学校との連携
　支援を要する児童、生徒に対しての情報の共有化を
図り、連携した支援を行います。

教育総務課
子育て支援課

毎月１回小学校、中学校と情
報共有の会議を開催し、支援
が必要な児童の早期発見に努
め、支援が適宜受けられるよ
う取り組んだ。　支援を要す
る児童・生徒について、定例
会やケース会議を開催し、学
校や関係課、外部機関と情報
を共有し、支援に努めた。

民生委員・児童委員
との連携

　民生委員・児童委員との連携を深め、児童虐待の早
期発見・対応に努めます。

福祉課
子育て支援課

児童虐待防止啓発事業を通し
て、民生委員・児童委員との
連携を深めた。境港市民生児
童委員協議会（役員会）にお
いて月に１回ケース検討を
し、情報共有を図った。

家庭児童相談室 　再掲　４０ページ 子育て支援課

児童虐待に対する相
談

　再掲　４０ページ 子育て支援課

６－②　ひとり親家庭等の自立支援の推進

施策 施策内容・方向 担当課 第一期（H27～Ｈ31）評価

母子家庭等の親への
自立、就業の支援

　母子自立支援員が母子家庭等に対し、生活一般の相
談に応じ、経済・教育など諸問題の解決を支援すると
ともに、求職活動に関する支援等、自立に必要な指導
を行います。

子育て支援課

家庭児童相談室内に母子父子
自立支援員を１名配置し、母
子家庭等の自立に向けた相談
に応じた。

高等職業訓練促進給
付金等事業

　母子または父子家庭の就業支援として、経済的自立
に効果的な資格を取得するため、養成機関で修業する
場合において、給付金を支給します。

子育て支援課

看護師等の資格を取得するた
め、毎年1名給付金の支給を
行った。H27-H30は毎年１名。
R１は３名に支給。

ファミリーサポート
センターひとり親家
庭等助成事業

　境港市ファミリーサポートセンターに登録している
ひとり親家庭・住民税非課税者(世帯)に対して、利用
料金の半額を助成します。

子育て支援課

保育園、児童クラブ等の開閉
時前後の児童の預かりや送迎
への利用でニーズが高い。ひ
とり親家庭の家計の負担軽減
となっていることから必須な
事業である。

婦人相談 　再掲　４１ページ 子育て支援課

保育所保育料の減免 　再掲　４２ページ 子育て支援課

児童扶養手当の支給 　再掲　４２ページ 子育て支援課

災害遺児手当の支給 　再掲　４２ページ 子育て支援課

ひとり親家庭医療費
の助成

　再掲　４４ページ 市民課

ひとり親家庭医療費
の助成

　再掲　４４ページ 市民課

児童に関わる、福祉・医療・教育・警察・人権擁護の各機関からなる「要保護児童対
策地域協議会」を中心とし、児童虐待の防止に努めます。

ひとり親世帯は、職業生活と子育てを両立させるための心理的負担・経済的負担が大
きく、社会から孤立感を感じがちです。これら世帯の経済的負担の軽減を図るとともに、
母子自立支援員や関係機関の連携のもと、相談事業の充実や就労の援助を行います。



６－③　個々に応じた福祉サービスや療育の確保

施策 施策内容・方向 担当課 第一期（H27～Ｈ31）評価

障がい児保育事業 　再掲　３３ページ 子育て支援課

療育関係者の連携
　個々のケースへの適切な援助と、一貫した支援を行
うために、療育に携わる保健師、地域子育て支援セン
ター等が情報交換を行う育児支援連絡会を行います。

子育て支援課

地域子育て支援センターと適
宜情報交換を行い、支援が必
要な家庭を早期に発見し、関
係機関に繋げている。

療育手帳の交付
　知的障がいのある方が、行政機関で一貫した相談・
指導を受け、各種の援助を受けやすくするための手帳
を交付します。

福祉課
療育手帳の申請の受付、県へ
の進達などの事務を行い、認
定された方へ交付。

特別支援教育

　言語全般に渡りなんらかの課題がみられる児童に対
して、「ことばの教室」で通級指導の充実を図りま
す。ＬＤ(学習障がい)等、特別な支援を必要としてい
る児童生徒に対して、「まなびの教室」で通級指導の
充実を図ります。就学指導委員会の判定を受け、小中
学生の保護者が同意した場合の特別支援学級、特別支
援学校での受入を行います。

教育総務課

　通級審査会を開催し、「こ
とばの教室」「まなびの教
室」への入級や退級について
慎重に審査を行った。また、
担当者会を定期的に開催し、
情報交換や意見交換を行い、
指導の充実につなげた。
年２回、就学支援委員会を開
催し、判定結果について、
園、学校、保護者に丁寧に説
明し、特別支援学級への入級
等につなげた。

境港市地域福祉計画との連携を図り、ともに支え合う地域福祉の連携を目指して福祉
サービスの充実を図ります。また、これからも健診時における早期発見や障がい児保育、
家族支援に努めるとともに、今後は、幼児期の障がい児支援や特別支援教育との連携を
深め、保健・福祉・教育とが一体となって、幼児期から成年期までの一環した支援を目
指します。


